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るパテ塗りやその後の水ペーパーで研磨ぐらいは、自分でやります。ただ職業柄、このよ
うな作業やエンジン関係の作業は、あまりいただけません。なぜなら、手がオイルやパテ
のペンキで汚れて、なかなか落ちにくいからです。手術用のゴム手袋を使用しますが駄目
です。従業員にきつく注意されているので、昼休みには、やらないようにしています。
　また、このような旧車に乗っていると同じ趣味の仲間が集まります。岡山県では、“倉
敷旧車倶楽部”というのが、一番大きなクラブで、毎月第三日曜日に、総社の五重塔の
前に集まっています。他の車のイベントにも、皆で参加しています。30歳代〜 80歳まで、
100名、100台ぐらいの方がクラブ員として登録されています。
　私も、図１のプリンスＳ54の関係で仲間が集まり、プライベートなクラブですが、“プ
リンスＳ54クラブ西日本”というクラブを作り会長をしています。御多分にもれず私のク
ラブも60歳〜 80歳までの長老達の集まりで、11名、11台のＳ54がいます（図６）。
　台数は、11台ですが、国内では、大きなク
ラブになります。なぜなら、この車は、ちゃ
んと車検を受けて動体保存されている車が少
ないからです。車のイベントで、このＳ54が
３〜４台いると皆さんが珍しい目で見てくだ
さいます（図７）。
　このような旧車の趣味をしていますといろ
いろな旧車雑誌の取材を受けたり、中には、
製薬会社の雑誌やジャーナル誌の取材もあり
ました。その内容を見て大先輩の先生から、
君なら、この古いコロナのセダンを保存、維
持してくれるだろうからと、やはり昭和40年
代の古いコロナのセダンを無償で譲っていた
だいたこともあります。現在、車屋さんの委
託ガレージに、大切に保管しています。旧車
の趣味があったからこそ、このような御厚意
を受けることに感謝し、有り難く思っていま
す。
　この旧車趣味ですが、昔から乗っている車
を大切に乗り続けるというなら素敵なことと
思いますが、あえて古い車を手に入れて乗っ
てみようというのは、普通の車屋さんやメー
カーのディーラーさんでも、整備や修理を嫌
がりますから素人の方は、避けた方がいいと
思います。やはり、趣味というものは、皆で
広く分かち合うものと、個人的にクローズな
世界で楽しむものとがあるみたいです。

図５：S54のパテ塗り、レストア中です

図６：プリンスS54クラブ西日本の長老達の集まり

図７：イベント参加中、コンベックス岡山にて
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患者以外（第三者）からの診療情報の照会への�
対応はどうすればよいのでしょうか？

１　裁判所からの文書送付嘱託
　 　裁判所からの文書送付嘱託には本人の同意なく応じて問題ありません。ただし、

慎重に対応するという意味で、なるべく裁判所を通じて患者の同意をもらう、不
必要に患者のプライバシーを侵害しないように注意するといった対応は必要にな
るでしょう。

　 　文書提出命令が出された場合には、除外事由に当たらない限り、提出の義務が
あります。不提出の場合は制裁もあります。

２　警察からの問い合わせ
　 　令状がある場合は全面的に協力しなければなりません。
　 　令状がなく、捜査に必要な照会をされた場合も回答すべき義務があると考えら

れています。本人の同意なく回答しても個人情報保護法第23条第１項第１号の「法
令に基づく場合」に該当しますので、違反にはなりません。しかし、民法により
損害賠償請求をされる危険性は理論上ありますので、本人の同意を得ないで回答
する場合にはある程度の危険を負うことになります。

３　弁護士会からの照会
　 　弁護士会からの照会は弁護士法第23条に基づく照会ですので、法令に基づく場

合に当たり、本人の同意なく回答しても個人保護法には違反しません。ただ、当
該患者本人からは自分の同意なく回答したのはプライバシー権の侵害に当たると
して、民法により損害賠償請求をされる危険があります。したがって、弁護士会
に対しては、本人の同意書をつけていただければお答えいたしますという回答に
するのが安全です。そして、本人の同意が得られない場合は、回答をしない方が
損害賠償請求をされる可能性がないという観点からは安全です。回答しなかった
場合の制裁はありません。

４　弁護士個人からの問い合わせ
　 　患者の代理人である弁護士以外からの問い合わせには弁護士会から照会手続き

をしてほしいと回答してください。
５　保険会社からの問い合わせ
　 　患者の同意なく回答してはいけません。
　 　保険会社が本人から取得した同意書を提示した場合はどうでしょう。同意書が

ある以上、今も同意があるものとみなして間違いはありませんが、リスクマネー
ジメントの見地からは、念のため患者さんに確認した方が安全です（同意書があ
れば同意があると判断してよいという判例があります）。
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６　職場からの問い合わせ
　 　患者の同意なく回答してはいけません。
７　学校からの問い合わせ
　 　患者または保護者の同意を得ずに回答してはいけません。
８　家族への情報提供
　 　家族は第三者です。患者が判断および意思表示能力を有していれば、家族と雖

も患者本人の同意なく診療情報の提供をしてはいけません。未成年であっても満
15歳以上であれば患者にとって極めて不利益になることが明らかである場合を除
いて、患者の同意なく家族への情報提供はできません。また、成人であっても判
断能力に疑義がある場合は情報提供することが可能です。

　診療内容について電話で問い合わせてくるケースは少なくなってきましたがまだ
あります。「本人の同意の有無を文書で確認しなければお答えできません。」とまず
答えるのが最良の方法です。受診の有無などはスタッフでもわかりますので、つい、
答えてしまいそうですが患者の同意が明らかでない限り回答しないよう院内での取
り決めをしておくことが大切です。
 （神㟢）

これから始める第22回ジェネラリスト養成セミナー

　　　日時：平成28年４月９日（土）　13：00 〜 18：15
　　　会場：地域医療人育成センターおかやま（MUSCAT CUBE）
　　　　　　３Ｆ　MUSCATホール　　　　　　　　　

　　「Dr. Deshpandeの身体診察実践ワークショップ」
　　　　聖路加国際病院 visiting researcher/clinical educator/ 
　　　　アメリカ大使館医師　　　Dr. Deshpande
 

要申込：４/８（金）
締切

　　　お申し込み　岡山大学病院卒後臨床研修センター
　　　　　　　　　TEL　086−235−7877

郡市等医師会からのお知らせ
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自動車保険、火災保険は岡山県医師会の集団扱になっていますか？ 

１．一般加入よりも保険料が約５％割安 
    ※自動車保険、火災保険の保険料払込方法が年払の場合。 

  ※取扱のできる損害保険会社は損害保険ジャパン日本興亜㈱、三井住友 

      海上火災保険㈱、AIU損害保険㈱、東京海上日動火災保険㈱です。 

  ※契約の取扱代理店は県医師会指定の代理店になります。 

 ２．手続きは簡単 

  ※集団扱制度を利用する旨を県医師会指定の代理店に伝え、損害保険 

    契約を申し込んでください。 

  ※お問い合わせは岡山県医師会へ。 

 ３．保険料の集金は岡山医師協同組合（以下医師協）に業務委託 

  ※この制度の利用に関して、医師協の組合員である必要はありません。 

 ４．自動車保険の切り替えは無事故割増引等の継承が可能 

    ※他の保険会社、JA共済、全労災等を含みます。ただし、一部の共済を 

   除きます。 

岡山県医師会集団扱 

損害保険制度のご案内 

岡山県医師会福祉部 

〒700-0024 岡山市北区駅元町19番2号 

電話: ０８６（２５０）５１１１ 

FAX:   ０８６（２５１）６６２２ 

電子メール: oma@po.okayama.med.or.jp 

公益社団法人岡山県医師会 

このチラシは集団扱自動車保険および火災保険の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。

集団扱の対象となる方の範囲や集団扱特約失効時の取扱い、その他ご不明な点等がある場合はお問い合わせください。 

15-T08251 平成27年12月作成 
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　診療内容について電話で問い合わせてくるケースは少なくなってきましたがまだ
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答えるのが最良の方法です。受診の有無などはスタッフでもわかりますので、つい、
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